
 
 
 
 
 
 
  

当団体の 

ルールについて 

Chapter 

１ 

メディアコンテンツ古物営業ガイドブック 

日本メディアコンテンツリユース協議会 
 

【発⾏：日本テレビゲーム商業組合／日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合】 
Ver1.00 



Chapter１．当団体の自主ルール 

1 

 

 

■はじめに 
この章では、当団体として取り決めた「自主ルール」及び「推奨

ルール」について書かれています。 
法律で定められていない、判断に迷う、注意した⽅が良い点につ

いて、法令遵守と防犯⾯をふまえ解説しています。 
古物法上で必ず守らなければいけない基本的なルールについては、

次章「Chapter２．法律・条令で定められていること」に詳しく書
かれていますので、併せてお役⽴てください。 

 

(1)自主ルール 

書籍、CD、DVD、ゲームのメディアコンテンツ商品の古物を対象
とした自主ルールの正式名称は、「書籍等のメディアコンテンツに関
する古物営業ルール」（略称：メディアコンテンツ古物ルール）と言
います。 

本自主ルールは、東京万引き防⽌官⺠合同会議に参画する警視庁、
東京都⻘少年課、教育庁、中学校 PTA 協議会、古物事業者の各メン
バーが参加して、古物営業の自主ルールに関する検討委員会を 2012
年 8 月~2013 年 4 月に開催し、その討議を経て制定されたルールで
あり、当団体及び加盟事業者にとって社会的責任を有するルールと
いえます。 

本自主ルールは、2013 年 10 月 1 日から施⾏されています。 
 

(2)推奨ルール 

推奨ルールは古物営業法をベースに、警察庁、警視庁等への質疑
応答を通じて当団体で定めた推奨ルールであり、各加盟店において
積極的に採用されるようお願い致します。 
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■本ガイドラインの読み方 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

下線部分の言葉を外側

で解説しています。 

チャプター（章）の番

号を上部に表示。 
各セクション（節）番

号とその概要です。 

ガイドラインの根拠

となる条例や法令、罰

則規則なども掲載さ

れています。 

ページ数は最下部に表

示 
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■目次 
 
section タイトル ページ数 

１ ⻘少年からの買取り⽅法 4 
２ 不正品の買取り防⽌策 6 
３ 統⼀標識等 7 
４ 本人確認の書類について ８ 
５ 取引情報の記録 ９ 
６ 非対⾯取引の本人確認⽅法 12 
７ 非対⾯取引の違反⾏為 15 
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⻘少年からの買取り方法 
各都道府県の⻘少年健全育成条例などで⻘少年（18 歳未満）

からの買取りは、原則禁⽌されており、当団体では自主ルール
を定めています。 

 
当団体では、自主ルール「メディアコンテンツ古物ルール」にお

いて、18 歳未満からの買取りに関して次の通り定めています。 
 

■中学生以下からの買取り方法 
当団体のルールでは中学生以下の場合、保護者に必ず同伴して頂

く必要があります。 

(１)本人から買取りをする場合（本人の身分証明書が必要） 

健康保険証などの身分証明書で本人確認を⾏い、買取同意書（買
取承諾書）に、同伴した保護者に直筆で記⼊して頂きます。 

(２)本人ではなく保護者から買取る場合（保護者の身分証明書が必要） 

同伴した保護者から買取りをするため、保護者の本人確認を⾏い
買取りをします。 

 
※附帯ルール 

不正品の買取りなど古物営業法違反が加盟店において発生した場
合には、高校生を含め 18 歳未満を全て保護者同伴とする。 
 

■18 歳未満（高校生含む）からの買取り方法 

(１)「本人確認書類」と「買取同意書」の提示 

本人確認のため、学生証、健康保険証、免許証などの提示と併せ
て、保護者による直筆の買取同意書を提示してもらいます。 

(２)保護者への電話確認 

保護者から買取りの承諾をもらうため、買取⾦額にかかわらず、
買取同意書に記載された電話番号あてに必ず電話確認を⾏います。 

また、保護者へのなりすまし防⽌と保護者からの高額買取に関す
るクレームを防⽌するため、次の事項について確認することを推奨
しています。 

・住所  ・本人の生年月日   ・商品の点数、⾦額など 
 

▼買取同意書        
買取同意書に記載してもらう

項目は、「住所」「保護者氏名」「続
柄」「連絡先電話番号」となりま
す。 

▼高額買取のクレーム       
保護者は、買取商品の価値、価

格を把握していないことが多く、
買取ったあとに、「子供に小遣い
以上の高額な買取⾦額の⽀払い
をし、モラルに欠ける」などのク
レームが発生しているため、電話
確認では買取⾦額の確認をとる
ことが重要です。 

▼保護者         
保護者の定義は、親権者（⽗⺟、

養親）、後⾒人、監護する者とし
て、⾥親、児童福祉施設の⻑とす
る。 

Section 
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買取り時の保護者同伴と必要書類 

年齢区分 保護者同伴 本人確認書類 買取同意書 

中学生以下(本人から買取り） ○ ○※ ○ 

中学生以下(保護者から買取り） ○ ○ × 

18 歳未満（高校生含む） × ○ ○ 

18 歳以上 × ○ × 
 ※中学生以下の場合で、健康保険証などの本人確認書類をもっていない場合は、保護者

から買取りを⾏います。 

 
買取同意書の記載項目例 
 
 

買取同意書 
 

18 歳未満の⽅（高校生を含む）から古物を買取る際には、保護者 
の⽅の同意が必要となりますので、保護者同意欄へのご記⼊をお願 
いいたします。 
※保護者同意欄は、必ず保護者の⽅自身がご記⼊ください。 
※確認のため、買取の際にお電話をさせていただきます。 
 
●本人記⼊欄 

 
 氏名                
 年齢      歳 

 

 

 ●保護者同意欄 

  
上記の者が下記の内容で買取を申し込むことに同意します 

  
・ゲームソフト（   本） ・本  （   冊） 
・ＣＤ／ＤＶＤ（   枚） ・その他（   個） 

  
住所                            
氏名              印 

 続柄        
 電話番号              
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不正品の買取り防⽌策 
不正品・盗品などの買取りを防⽌するため、当団体では商品

の買取りについて自主ルールを定めています。 
 
 
自主ルール「メディアコンテンツ古物ルール」において、以

下の不正品の買取り防⽌策を定めています。 
 

■買取り商品等の制限 
(1)同⼀商品が複数枚以上ある場合は、その全ての商品を買取らな

い。 
(2)新品の未開封品 
(3)⻘少年（18 歳未満）からのネット通販、宅配による買取り。 

但し、(1)(2)については、領収書等により不正品・盗品でないことが確
認できる場合は、店舗の責任において買取りを⾏うことが出来る。 

 

■不正品申告の徹底 
以下に該当する⾏為には注意喚起し、不正品の可能性が高いと判

断した場合は、店舗責任者に連絡するとともに、店舗責任者の判断
において所轄警察署へ通報する。 

所轄警察書からの処置についての指示があるまでの間は、その商
品を保管する。 

(1)個人なのに頻繁に売りにくる。 

(2)新品、高額商品を⼤量に持ち込む。 

(3)買取同意書の保護者の筆跡と本人の筆跡が酷似している。 

(4)同⼀商品を数回に分けて持ち込む。 

(5)買取申込書に記載する所作など買取り時の所作がぎこちない。 

(6)本人確認書類の年齢が外⾒とことなる（若いもしくは⽼けてい

る：本人確認書類が盗まれた可能性）。 

(7)⻘少年からの買取り時の保護者への電話確認で、会話が曖昧、

せかすなど、保護者らしくない所作である。 
 

Section 
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統⼀標識等 
当団体では、自主ルール「メディアコンテンツ古物ルール｣を

実施する加盟店において、統⼀標識等の掲示を⾏うとともに、
店⻑・スタッフへの啓発活動を⾏います。 

 
 

■統⼀標識等の交付 
書籍、CD、DVD、ゲームのメディアコンテンツ商品の古物営業に

関する自主ルール「メディアコンテンツ古物ルール」を遵守すること
を承諾した店舗から、「確認書」と「実施店舗」を提出してもらい、
実施店において掲示する以下の「標識（ステッカー）」や「ポスター」
を有償にて交付します。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

■メディアコンテンツ古物講習会 
加盟店スタッフの古物営業に関する法令、運営知識の向上をはか

るため、警視庁及び都道府県警察と協⼒して、メディアコンテンツの
古物営業に係る講習会を年 1 回以上、定期的に開催していきます。 

 

Section 
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